
２０２４年３月２５日 

各 位 

小田急電鉄株式会社 

  

一部規則の改定について 

 

誠に勝手ながら、一部規則の改定を行います。詳細は、下記のとおりです。 

  

記 

１ 改定規則 

 ⑴ 「旅客営業規則」 第３６条 第１項 第３号 アの様式  

⑵ 「ＩＣカード乗車券取扱規則に関する特約」第 1０条、第１２条、第１８条、２０条 

 

２ 改定日 

  ２０２４年４月１日（月）初電より  

 

３ 改定内容 

 【別紙１】【別紙２】新旧表をご確認ください。 

 

 

 

 

以 上 

 
 



 【別紙１ 旅客営業規則新旧表】 

「旅客営業規則」新旧対照表 改定(20240401) 

 

現行版 改定版 

「旅客営業規則」 

 
（通学定期乗車券の発売） 第３６条 第１項 第３号 アの様式 

 

 
様式変更のため差し替え⇒ 

「旅客営業規則」 

 
（通学定期乗車券の発売） 第３６条 第１項 第３号 アの様式 

 

 
 

 

 



【別紙２ ＩＣカード乗車券取扱規則に関する特約新旧表】 

 

「ＩＣカード乗車券取扱規則に関する特約」新旧対照表 改定(20240401) 

 

現行版 改定版 

「ＩＣカード乗車券取扱規則に関する特約」 

 
２０２０.３.１８ 旅通牒甲２０２０第５号制定  

２０２４.２.２１ 旅通牒甲２０２４第４号改定  

 

（モバイルＩＣ定期乗車券等の発売） 

第１０条 旅客がモバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Pay の PASMO に定期乗車券の購入を希望する場合は、

株式会社パスモが定める所定の操作を旅客が自ら行い、購入に必要な事項等を入力のうえ、旅客営

業規則に定める定期乗車券を発売する。なお、会員規約の定めによる会員登録、および定期旅客運

賃の決済に使用するクレジットカードの登録を行っていない旅客は、必要な登録の完了後に限り発

売する。 

２ モバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Pay の PASMO に通学定期乗車券の購入を希望する場合で、次の

各号に該当するときは、当該通学定期乗車券の有効期間の開始日の２日前までに、サポートセンタ

ーに対して所定の申し込みを行い第３項に規定する方法により購入に必要な証明書類等を提出する

ものとする。 

（１）新規購入の場合 

（２）４月１日以降に有効開始となるものを新年度の初回に購入する場合 

（３）有効期間が年度末をまたがり、かつ４月３０日を超えるものを購入する場合 

（４）通学定期乗車券の有効区間、もしくは経路が変更となる場合 

３ 前項による提出方法は、次の各号のいずれかとする。 

（１）購入申込書と通学証明書の本通、または通学定期乗車券購入兼用証明書の写しとを併せて郵

送する。 

（２）電子ファイル化した通学証明書、または通学定期乗車券購入兼用証明書を送信する。 

４ 第１項により購入したモバイルＩＣ定期乗車券の有効期間、有効区間、経由、ならびに発売額

等、ＩＣ定期乗車券の券面表示事項に該当するものは、モバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Payの 

PASMO の画面及び会員メニューにより確認することができる。 

５ クレジットカードによる決済処理は、第５条第２項に定める旅客運送契約の成立時点を以って行

われる。 

   ６ 第１項および第２項による発売は、当社の駅を発駅とし、経路ならびに着駅が別に定めるＩＣ鉄

道事業者のＩＣカード乗車券取扱区間内である場合に限る。ただし、東海旅客鉄道線連絡の定期乗

車券、および実習用通学定期乗車券の発売はしない。 

７ モバイルＩＣ定期乗車券の有効期間開始前、または有効期間中に同一のモバイルＩＣ乗車券に別

の定期券情報を購入することはできない。ただし、当該定期乗車券を同一区間、経由にて継続購入

する場合を除く。 

８ モバイルＩＣ定期乗車券の発売は５時から２３時４５分までとする。 

９ モバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Pay の PASMO へ企画乗車券の発売は行わない。 

                                       第１０項を新設⇒ 

 

 

 

 

「ＩＣカード乗車券取扱規則に関する特約」 

 

  ２０２０.３.１８ 旅通牒甲２０２０第５号制定  

２０２４.３.１８ 旅通牒甲２０２４第８号改定 

 

（モバイルＩＣ定期乗車券等の発売） 

第１０条 旅客がモバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Pay の PASMO に定期乗車券の購入を希望する場合

は、株式会社パスモが定める所定の操作を旅客が自ら行い、購入に必要な事項等を入力のうえ、

旅客営業規則に定める定期乗車券を発売する。なお、会員規約の定めによる会員登録、および定

期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録を行っていない旅客は、必要な登録の完了

後に限り発売する。 

２ モバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Pay の PASMO に通学定期乗車券の購入を希望する場合で、次

の各号に該当するときは、当該通学定期乗車券の有効期間の開始日の２日前までに、サポートセ

ンターに対して所定の申し込みを行い第３項に規定する方法により購入に必要な証明書類等を提

出するものとする。 

（１）新規購入の場合 

（２）４月１日以降に有効開始となるものを新年度の初回に購入する場合 

（３）有効期間が年度末をまたがり、かつ４月３０日を超えるものを購入する場合 

（４）通学定期乗車券の有効区間、もしくは経路が変更となる場合 

３ 前項による提出方法は、次の各号のいずれかとする。 

（１）購入申込書と通学証明書の本通、または通学定期乗車券購入兼用証明書の写しとを併せて

郵送する。 

（２）電子ファイル化した通学証明書、または通学定期乗車券購入兼用証明書を送信する。 

４ 第１項により購入したモバイルＩＣ定期乗車券の有効期間、有効区間、経由、ならびに発売額

等、ＩＣ定期乗車券の券面表示事項に該当するものは、モバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Payの 

PASMO の画面及び会員メニューにより確認することができる。 

５ クレジットカードによる決済処理は、第５条第２項に定める旅客運送契約の成立時点を以って

行われる。 

   ６ 第１項および第２項による発売は、当社の駅を発駅とし、経路ならびに着駅が別に定めるＩＣ

鉄道事業者のＩＣカード乗車券取扱区間内である場合に限る。ただし、東海旅客鉄道線連絡の定

期乗車券、および実習用通学定期乗車券の発売はしない。 

７ モバイルＩＣ定期乗車券の有効期間開始前、または有効期間中に同一のモバイルＩＣ乗車券に

別の定期券情報を購入することはできない。ただし、当該定期乗車券を同一区間、経由にて継続

購入する場合を除く。 

８ モバイルＩＣ定期乗車券の発売は５時から２３時４５分までとする。 

９ モバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Pay の PASMO へ企画乗車券の発売は行わない。 

１０ 第１項の規定にかかわらず、モバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Pay の PASMO に通学定期乗車券

を購入する旅客は、保護者等のクレジットカードを定期旅客運賃の決済に使用することができ

る。このとき、決済に使用するクレジットカードに関する情報は、購入の都度、クレジットカー

ドの名義人が入力するものとする。 

 



（モバイルＩＣ定期乗車券の区間変更）  

第１２条 モバイルＩＣ定期乗車券の区間変更を希望する場合は、株式会社パスモが定める所定の操作を

会員自らが行い、不要となった定期乗車券の払いもどし、および新たな定期乗車券の購入を同時

に請求した場合に限り取扱う。  

２ 前項に関わらず、新たに購入を希望する定期乗車券が、発駅が当社の駅以外の駅へ変更となる場

合、モバイルＩＣ定期乗車券を発売する事業者以外の区間のみである場合、またはＩＣカード乗車

券の取扱い区間外を含む場合等は、当社が別に定める方法により取り扱う。文言修正・一部改定⇒ 

   ３  ＰＡＳＭＯ取扱規則に関する特約の定めるところにより、定期券情報のあるＰＡＳＭＯカードの

情報をモバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Pay の PASMO に発行替えを行ったのちに当該モバイルＩＣ

定期乗車券の区間変更をする場合、会員規約の定めによる会員登録を行ったうえで取扱う。  

４  前各項による区間変更をしようとするときで、定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカード

の登録がなされていない場合は、当該クレジットカードの登録後に限り取扱うものとする。 

ただし・・・この限りではない追加⇒ 

５  前１項の取扱いは５時から２３時４５分までとする。なお、第２項による取扱いをする場合は９

時から２０時までとする。               なお・・・２０時までとする。削除⇒ 

 

（免責事項）  

第１８条  携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合に

生じた損害については、当社はその責めを負わない。  

２  携帯情報端末等を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入又

は払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。 

３  モバイルＰＡＳＭＯ又は Apple Pay の PASMO を使用するためのソフトウェアおよびアプリケー

ションの更新等により、モバイルＩＣ乗車券のサービスが使用できなくなった場合に生じた損害、

その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。  

４  第１１条に定める発行替え及び第１７条に定める携帯情報端末等の機種変更、紛失または故障に

伴うモバイルＩＣ乗車券の再発行により、ＰＡＳＭＯ ＩＤ番号が変更されたことによる旅客の損害

等については、当社はその責めを負わない。               または機種変更追加⇒ 
 

 

（モバイルＩＣ定期乗車券の払いもどし）  

第２０条  モバイルＩＣ定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となった場合は、ＰＡＳＭＯ取

扱規則に関する特約に定めるモバイルＰＡＳＭＯアプリ、ＰＡＳＭＯアプリケーション、会員メニ

ューの操作、またはサポートセンターのいずれかによる所定の手続きにより払いもどしを行う。 こ

のときの払いもどし額は、旅客営業規則の定めるところによる。  

２  前項による払いもどしは、購入時に使用したクレジットカードの銀行口座等に送金することによ

り返金するものとする。この場合、送金期日については、クレジットカード発行会社が指定した日

とする。 なお、クレジットカードを通じた送金により返金することができない場合は、旅客が指定

した日本国内の金融機関の旅客名義の銀行口座等に返金を行うことがある。  

３  前条による払いもどしを行う場合で、第１０条により発売された有効な定期乗車券が付加されて

いるときは、第１項に定める定期乗車券の払いもどしと同時に行うものとする。  

４  第１１条第２項による方法で発行替えを行った Apple Payの PASMO の払いもどしを行う場合は、

会員規約の定めによる会員登録後、第１項により取扱う。ただし、当該払いもどしによる返金は、

旅客が指定する旅客名義の日本国内の金融機関の銀行口座等に返金するものとする。  

                                                                    第 11条２項、項削除⇒ 

５  前各項により、モバイルＰＡＳＭＯアプリ、ＰＡＳＭＯアプリケーション、会員メニューから、

会員自らがモバイルＩＣ定期乗車券に付加された定期乗車券機能の払いもどし操作を行う場合、株

式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払いもどしが請求されたものとす

る。また、サポートセンターによる払いもどし手続きを請求する場合は、旅客に代わってサポート

（モバイルＩＣ定期乗車券の区間変更） 

第１２条 モバイルＩＣ定期乗車券の区間変更を希望する場合は、株式会社パスモが定める所定の操作

を会員自らが行い、不要となった定期乗車券の払いもどし、および新たな定期乗車券の購入を

同時に請求した場合に限り取扱う。 

２ 前項にかかわらず、新たに購入を希望する定期乗車券が、発駅が当社の駅以外の駅へ変更とな

る場合、別に定める事業者以外の区間のみである場合、またはＩＣカード乗車券の取扱い区間外

を含む場合等は、当社が別に定める方法により取り扱う。 

   ３ ＰＡＳＭＯ取扱規則に関する特約の定めるところにより、定期券情報のあるＰＡＳＭＯカード

の情報をモバイルＰＡＳＭＯ及び Apple Pay の PASMO に発行替えを行ったのちに当該モバイル

ＩＣ定期乗車券の区間変更をする場合、会員規約の定めによる会員登録を行ったうえで取扱う。 

   ４ 前各項による区間変更をしようとするときで、定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカー

ドの登録がなされていない場合は、当該クレジットカードの登録後に限り取扱うものとする。た

だし、第１０条第１０項の規定により決済する場合は、この限りではない。 

   ５ 前１項の取扱いは５時から２３時４５分までとする。 

 

 

（免責事項） 

第１８条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入または払いもどし等が取り扱えない場合

に生じた損害については、当社はその責めを負わない。 

２ 携帯情報端末等を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入

または払いもどし等が取り扱えない場合に生じた損害については、当社はその責めを負わない。 

３ モバイルＰＡＳＭＯまたは Apple Pay の PASMO を使用するためのソフトウェアおよびアプリ

ケーションの更新等により、モバイルＩＣ乗車券のサービスが使用できなくなった場合に生じた

損害、その他いかなる不利益についても当社はその責めを負わない。 

４ 第１１条に定める発行替え及び第１７条に定める携帯情報端末等の機種変更、の紛失、故障ま

たは機種変更に伴うモバイルＩＣ乗車券の再発行、その他コンピュータシステム処理等により、

ＰＡＳＭＯＩＤ番号が変更されたことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わな

い。 

 

（モバイルＩＣ定期乗車券の払いもどし） 

第２０条 モバイルＩＣ定期乗車券に付加された定期乗車券の機能が不要となった場合は、ＰＡＳＭＯ

取扱規則 

に関する特約に定めるモバイルＰＡＳＭＯアプリ、ＰＡＳＭＯアプリケーション、会員メニュー

の操作、またはサポートセンターのいずれかによる所定の手続きにより払いもどしを行う。 この

ときの払いもどし額は、旅客営業規則の定めるところによる。 

２ 前項による払いもどしは、購入時に使用したクレジットカードの銀行口座等に送金することに

より返金するものとする。この場合、送金期日については、クレジットカード発行会社が指定し

た日とする。なお、クレジットカードを通じた送金により返金することができない場合は、旅客

が指定した日本国内の金融機関の旅客名義の銀行口座等に返金を行うことがある。 

３ 前条による払いもどしを行う場合で、第１０条により発売された有効な定期乗車券が付加され

ているときは、第１項に定める定期乗車券の払いもどしと同時に行うものとする。 

４ 第１１条の２による方法で発行替えを行った Apple Pay の PASMO の払いもどしを行う場合

は、会員規約の定めによる会員登録後、第１項により取扱う。ただし、当該払いもどしによる返

金は、旅客が指定する旅客名義の日本国内の金融機関の銀行口座等に返金するものとする。 

５ 前各項により、モバイルＰＡＳＭＯアプリ、ＰＡＳＭＯアプリケーション、会員メニューか

ら、会員自らがモバイルＩＣ定期乗車券に付加された定期乗車券機能の払いもどし操作を行う場

合、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払いもどしが請求されたも

のとする。また、サポートセンターによる払いもどし手続きを請求する場合は、旅客に代わって



センター係員が払いもどしのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完

了したときに、払いもどしが請求されたものとする。ただし、旅客はサービス提供時間内にいずれ

かの払いもどし操作を行うものとする。  

６  当社は、払いもどしを請求した旅客の会員情報（旅客が指定した日本国内の金融機関の旅客名義

の銀行口座等に返金を行う場合にあっては、その口座情報）が、正しく登録されている場合に限り

払いもどしを行う。  

７  モバイルＩＣ乗車券により旅行を開始した場合、その旅行が終了するまで払いもどしを請求する

ことはできない。  

８  この払いもどしの取扱いは５時から２３時４５分までとする。ただし、サポートセンターによる

払いもどしは９時から１８時までとする。               

サポートセンター係員が払いもどしのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当

該処理が完了したときに、払いもどしが請求されたものとする。ただし、旅客はサービス提供時

間内にいずれかの払いもどし操作を行うものとする。 

６ 当社は、払いもどしを請求した旅客の会員情報（旅客が指定した日本国内の金融機関の旅客名

義の銀行口座等に返金を行う場合にあっては、その口座情報）が、正しく登録されている場合に

限り払いもどしを行う。 

７ モバイルＩＣ乗車券により旅行を開始した場合、その旅行が終了するまで払いもどしを請求す

ることはできない。 

８ この払いもどしの取扱いは５時から２３時４５分までとする。ただし、サポートセンターによ

る払いもどしは９時から１８時までとする 

 


